
「運動都活動の在り方に関する方針」
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1 本方針策定の麓旨等

学校の.f活動は 学校教育の一環として スボーツに興味 間 亡をもつ同

'の
生徒が

イ連 ll部 の責任苦 (以 ド 随 動部顧F.l]と い う )の指導の下 体力や技能の向上や 生徒

と教
'F等

との好
=し

い人11間イの構築をは り 学習意欲のⅢ■や自己肯定感 責任感 迪

帯感の画美
`資

するなど 生従の多様な学びの場 として 教市的意義が大きい

しか しなが ら 今日に l● いては 社会 ,済 の変化等により 教●等に関わる課題が積

丼イヒ 多FI化 し 学校や教mだけで よ解決することができ/1い訳題が増え でいる.と
'わけ 少子化が進展する中 運動部活動においては 従前 と同様の〔普体制では,L杵 は難 し

くな ,́て きてお り 学校や lL域 によつては存社の危機にある.

本県においても 生仕数の減少により 運動‖活動の維持が困難な状況にある 体部や

廃部による部活動数の消1減や学技円の合同チーム等に ヽり 対策を計 しているものの 根

本的,7決 に至うていイtい

生徒が生正にわたつて 事かなスボーツライフを実現する責質 た力をすOLL継 として

迎勁椰活動を持社・I能なものとするた●●にIi 各自のニーズに応 した遁勁 スボーンを行

うことができるよう 述やかに 運動部測 llの 在 り方に関 し 抜ホ|1/1改革に取 り紅む必

要かある

本方′|= 義務教育である中学校 (.tあ敦育学校後期■程 中等″す学校前期課 l‐ 特

:1文 情技中■部を含む 以 F同 じ

'段
階の連動部活動を三な対象とし ■従にとつて■

ましいスボーツ環l・ を構築するといつた観点に立ち 逗勁¬晰 動が以 下のことを重視 して

地域 学技 競技極 H野に応 した多様な形で最適に実施されることをH指す

なお 高等学技■階の運動部活動について 1,本 方針を卜Ⅲとして適用 し 速やかに改革

に取 り紅む その際 高等学校段階で ■ ■■技において1'学 I‐ 教育の基礎の上に多様な

数育がイ′われている点に留意する

2

(1

ア

適切な量彗のための体制整備

)運動部活動の方針の策定等

市1「 r,教 育′員会 ■ 本方′|を 参考に 「設置する学校に係ろ運動部活動の方針 J

を贅たする また ,学●におい 〔運動部活動の活動方針 富1画の策定等か効ネ||に

行えるよう 飾素で活用しやすい様式の作 等ヽを

'う●長は 学校●最 世fの方針に副∫り 毎年度 『学校υ理 動部活動に保る活動方,卜 J

を策定し 活動方■及び活動計画等を●■●のホーム′く―ジ のヽ褐■等により0長す

る



ウ 運動
=F前

問|■ 年間の活動計画 (活動日 休養日 参力,予定大会日l.・ 等,並びに毎

月の活動計画及び活動実績 (活動口峙 場所 休美 日及び大会参加日等)を l●成し

枝長に■出する

(2)指導 運営に係る体制の構築

ア 校●・ は 生にや教師の数 静活動指導員の配置ボ況を路まえ l● 導内容の・●実 上

tの安全の確保 教師の長時間勤務の解消■の観点から円計に運動部活動を実施でき

るよう 適正な数の運動剖
'を

設置する

イ ■枝の設置者は 各学校の生徒や椰 |のよ 部活動指導員の11置状l・tや技務分担の

実態等を略まえ =F'こ動指導員を,L的に任用 し 学校に配置する

なお 部活動11薔 員の任用 配置に当たっては ■枝教育について理lFし 適りな

指導を行うために 部活動の位置づけ 教育IJ意義 上従の発達段1者に応した千1学的

な指導 安全の確保や事故発生後の対ILiを適切に行 うこと 上従の人格を,つ ける言

勁や 体罰は いかなる場合も許されないこと 川k務を連十すること等に門し 任用

前及び任用後の定期において研修を行 う

ウ 校長 |ま 運動証顧間の決定に当たつては 枝,全体の動■的 効果的な実施に監み

教師の他の校薔分筆や 渤活動l.導 員の配置1人 ユを聞案 した上で,iう など 適切な校

務分ヤとなるよう留意するとと ,ヽに  学校全卜としての適呵な指導 起常及び管理に

係るll制 の構築を図る

工 校長は ,月 の活動 .■画及び活動実績の確認等により I運 動部の活動内容を把握

し 生徒が安全にスボーツ活動を行い 教師の負担が過度 とならないよう 適宜 指

導 足正を行 う

オ 学校の設置者は 運動部顧間を対象とするスポーツ指導に係 る知識及び実■の質の

向上並びに学校の管理戦を●毎とする運動部活動の適切な運営に係る実効社の確保を

図るための研修写の取Fuを 行 う

力 学校の設置普及び伎長は 教師のこ動部活動 のヽ間与について ∫―●校における慟

き方改革に関する緊急対策 (平成 2'|1 2月 26日 文部利学大巨決定)J及び 「学校

にお iす る働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校におりる業務改善及び勤務‖寺

問管理等に係る収組の徹底について ←「 成 30年 2月 ,日 付け 29_・科初第 437■ )]

を略まえ l■令に貝1' 業務改善及び勤務‖キ問管理等を行 う

3 合理llJて かつ効率的 効果的な活動の推進0ための取組

(1)適切な指導の実施

ア 校長及(駆動部顧円は 違勁椰活動の実施に当たつては 県教育,11会が平成 26
年 3月 に作成 した「運動部活動指導指針jに則り 生徒の心身の健康常理 (ス ボーツ

|■常 外傷の■防やバランスのとオした学校生活 のヽ配慮年を含む)事 故 1方止 (活動

場ついこおける施設 設備の点検や活動における安全対策等〉F_び体罰 ハラスメント

の根絶を徹底する 学校の設置きは 学校におけるこれらの取
"iが

徹底されるよう

学校保健′全法等て,踏 tえ  適i 女景及び指導 た正を行う.



イ 連動部頭間は スボーツ医 料学の見地からは トレーニング効果を

'1る

たダ月こ体

養を適切に取ることが必要であること 上た 過度の練習がスポーツ障, 外傷のリ

スクを高め 必ずしi,体力 延動能力の向上 [つなからないことキを正しく理解する

とと ,ヽに 生徒の体力の・1上ゃ 上涯を通じてスホーツに班しむ基礎を■うことがで

きるよう Oi従 とコミユニケーシヨンを十分に国り 生徒がバーンアウトすることな

く 技iい記録の向上,それぞれの口標を達成できるよう 乾i'極 口の特性年を略よ

えた科学||ト レー‐ングの積■ lな導人等に 1り  休養を適tlに取りつつ 短時間で

効果が■られる指導を行う

また 01J的知見をる|る 保ll体 育担当の教前や養護教論等と連携 1/力 し 発達

のm人差や女 Fの成長期における体といの状態等に間する正しい知識を得た上で指導

を行う.

4 適切な休姜日

'の
政定

(1)休養日の設定

ア 学剌中 ま 適当たり2H以上の体養 日を設ける。 (平 日は少なくとも 1日  上嘔 日

及び 日曜 日 (以 ド「週木Jと い う )は
'な

くとも 1日 以上を体養日とする.週末に

大会参加等で活動 した場合は 体■ 日を他の 日に振 りすえる )

イ 長期休業 |'に ついては 学珈 'のll美 日の設定 [準 じた,いを行 う また 上tが

十分な休賽をとることができるとともに 運動部活動以クトにも多様な活動を行うこと

ができるよう ある程度長期の体養期間 (オ フンーズン)を 設ける

(2)活動時間の設定

1日 のi舌動時間は 長 くとも―FFは 2峙 l●|'= 学校の体業日 (年期中の週末を含

む)は 3峙問程度とし てきるだけ|_時 lllに 合理 |つ てかつ効果的な活動を行 う

早朝|1習 については 抜課

“

の体習が 充分に確llで きる場合 ■ 原貝Jと して

'わ
ないこととする

(3)適切な休姿曰等の徹底

ア 市 ]「I颯育チ員会は 2(1)ア に掲げる「1授置する学校に係る運動部活動の方′|]

の策定に当た●,て は 上記の基準を踏まえるとと ,ヽに 本方を卜を参考に 体苺日及び

活動時間等を設定 し 明記する また 下記イに関し 適宣 文I・・ F_び指導 是正を

行う

イ 校長は 2(1)イ に掲げる 叶 技の運動部活動にlrる 活動方針J¢)策定に当たぅ

ては 上記の基

"を
略まえるとと ,ヽに 学校の設置きが策定した方針に則 り ●運動

部の休養 日及び活動 1寺問等を設定し 公表する また 0[mヨ
`の

活動内容を把提 L

道■ 指導 是工を行 う牛 その運用を徹底する

ウ なお 体■日及び活動時11等 の設定について「よ j直城や■すの実態を略 まえたI夫

として t勁 試験前後の一定期間● 連 Ill部 共通 学技全体 市町|1共通の :「

`勁
休

■ 日を設けることや 週「・l 月‖1 年m単位での活動頻度 時間の日安を定 ,,る こと

,ヽ考えられる_



5 生徒のニーズを綺まえたスポーツ環境の贅鸞

(1)生徒のこ―ズを踏まえた運動部の設置

ア 校長|ま  ●県が 全国と同様に■■の 1週 Flの総運動|■間が男女と1,に 二極化の状

況にあり 1■ 2年生女子の 1週 ,1の延勁時

“

lが 0′〉の雷1合が 1割 を超えていること

また 生従の運動 スボーンに関するニーズが 碗技力の向上以外にも よ達とヽし

める 適度な頻度で行える0多様である中で ,在の運動部活動が '子や障がいの

ある|:徒等も合めて 生徒の漕在的なスボーツニーズに必ずしも応えられていないこ

とを略まえ 生従の多様なニーズに応じた活動を行うことができる進勁部を設置する

イ 市‖「オ,教育チ員会は 少子lLに llい 草 の学校では特定の競llの 運動●を設ける

ことができない場合には 生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないよう

複浚,の生徒が拠■校の運動畜;活動に参加する等 合同部I動 ,の取組をlf進する

(2)地域 保護者等の連携

ア 学校の設置者及びl_長 は 上従のスポーツ環境の充実の観点から 学校や地域の実

tFに ,き して 地域のスポーツ団体との連携 lt護者の理解とll‐ 力 民「・噂 業昔の活用

年により 学校と地域がともに子どもを育てるという

'点
に立つた 学校と地域が協

ll 融合した形での地域に■‖するスボーツ環境整備を進める

イ il町|1教育姜員会は ,枝
=理

下ではない社会教育に位置付けらlι る活動について

1ま  各種17険 のヽ力0入や 学校の負担が増加 しないこと等に留意しつつ ■従がスボ

ーツに規しある,所卸 l.保 できる 1う  学校体す施設開放事業をlL進する.

ウ 学校の設置者及び校長は 学校と地域 保護イが共に子どもの健企な成長のための

款育 スボーツ環責の充実を支援するバー トナーという考えの下で こうした取組を

推進することについて 保護者の理解と協力を促す

学校単位で,加する大会

'の
見直し

ア 学校の設置者は 学校の運動部が参加する大会 試合の全体像を把

"し
 週オ年に

開他さllる様々な大会 試合に

'加
することが 生徒や運動部顧F・3の過lrな 負担とな

らないよう 大会等の統廃合等を主lFt者 に要請すると+に `学校の運動:Fが参加す

る大会数の L限の日安等を定める

イ 校長1■  県中学校体育連盟及び学校●澱 置者が t‐ める大会数の 上記アの日,等 を踏

まえ 4i従の教育上の意義や 生従や運動部顧岡の負担が過 l・ とならない二とを青は

して 参加する大会牛を締ヽする


